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１．大学名：大阪青山大学 

 

 

２．認証評価実施年度：平成２９年度  

 

 

３．「改善を要する点」の内容 

基準項目：3－3 

○教授会に意見を聴くことが必要な教育研究に関する重要事項について、学長によって

適切に定められていない点は改善が必要である。 

 

 

４．改善状況及び結果 

 基準項目３－３について 

平成 29年 12月に送付されてきた公益財団法人日本高等教育評価機構からの認証評価

の調査報告書（案）において指摘事項として記載されていたことから、平成 30年 3月の

同機構からの正式な評価結果報告を待つまでもなく、平成 30年 3月 8日開催の教授会に

指摘事項に対応する改正を主旨とする大阪青山大学健康科学部教授会規程の一部改正を

附議し、その了承を得て同年 4月 1日施行の規程として学長裁定により改正した。 

 

 

５．エビデンス（根拠資料）一覧 

 基準項目３－３の資料 

  3-3-01大阪青山大学健康科学部教授会規程（平成 30年 4月 1日施行） 

  3-3-02大阪青山大学健康科学部教授会規程の一部改正（新旧対照表） 

  3-3-03大学教授会議事録（平成 30年 3月 8日） 

 

 


